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1.  はじめに
令和2年度税制改正により、連結納税制度について抜
本的な見直しが行われ、令和4年4月1日以後開始事業年
度についてグループ通算制度として改組されることにな
った。
本稿では、連載（第4回）として、所得計算における
個別項目の計算方法について解説する。
なお、所得計算において最も特徴的な、損益通算と欠
損金の通算については、会計情報2022年12月号「グル
ープ通算制度の重要ポイント（第1回）損益通算しなが
ら単体申告」をご参照いただきたい。

2.  グループ通算制度における所得計算・
税額計算の概要
まず、グループ通算制度における所得計算・税額計算
の流れについて確認する。
グループ通算制度における所得計算は損益通算・欠損
金の通算をするという特別な取扱いがある以外は、各通
算法人を納税主体とする単体申告であるので、各法人に

おいて計算することを基本的な考え方としている。その
ため、所得計算・税額計算の基本的な流れは、通常の単
体納税における流れと大きくは変わらない。
しかし、通常の単体納税と完全に同じというわけでは

なく、一部の項目については通算グループ全体の数字を
加味することとされている（グループ通算制度特有の計
算）。
また、完全支配関係のある法人グループのための税務

上の取扱いとして、グループ法人税制がある。これは、
法人グループによる選択などを経ずに、単体納税であっ
てもグループ通算制度であっても、完全支配関係のある
法人グループについて、いわば強制的に適用されるもの
となっている。グループ通算制度を適用している場合に
ついても、完全支配関係のある法人グループであるた
め、グループ法人税制の内容は適用されるが、グループ
通算制度独特のものではない（グループ法人税制による
取扱い）。
グループ通算制度における所得計算・税額計算の流れ

を図に表すと、次の図のようになる。なお、各項目につ
いては、３～５において説明する。

税務
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3.  中小法人等の判定
法人税法・租税特別措置法において、中小法人等につ
いて特別な取扱いが設けられていることがあるが、グル

ープ通算制度を適用している場合には、通算グループ内
の全社が中小法人等に該当する場合に限定される。
その概要は次の通りである。

項目 通常の単体申告 グループ通算制度 ポイント

1 中小法人（法人税
法）の判定

基本的に資本金の額等が1億
円以下の法人が中小法人とさ
れるが、資本金の額等が5億
円以上の大法人による完全支
配関係がある法人等は除かれ
る（法法52①、57⑪、66⑤、
67①）。

通算グループ内のいずれかの
法人が中小法人に該当しない
場合には、通算グループ内の
全法人が中小法人に該当しな
い（法法52①、57⑪、66⑤
⑥かっこ書、67①）。

通算グループ内に1社でも中
小法人でない法人があれば中
小法人として扱われないた
め、移行時に中小法人として
の取扱いを受けなくなる法人
も予想される。

当期利益／損失

所得の調整

通算前所得金額
／欠損金額

〈グループ法人税制によりグループ全体を考慮〉
・受取配当等
・グループ内寄附金・受贈益
・貸倒引当金
・資産の譲渡に係る特別控除額　等

〈グループ通算制度特有の計算〉
・中小法人の判定
・中小企業者の判定
・租税特別措置の適用除外事業者の判定
・外国子会社配当等
・交際費　等

P社

当期利益／損失

通算前所得金額
／欠損金額

損益通算

±

各法人のみ
で計算

グループ全体を
考慮して計算

（グループ法人税制）

通算グループ全体を
考慮して計算

（グループ通算制度）

A社

当期利益／損失

通算前所得金額
／欠損金額

±

各法人のみ
で計算

グループ全体を
考慮して計算

（グループ法人税制）

通算グループ全体を
考慮して計算

（グループ通算制度）

B社

当期利益／損失

通算前所得金額
／欠損金額

±

各法人のみ
で計算

グループ全体を
考慮して計算

（グループ法人税制）

通算グループ全体を
考慮して計算

（グループ通算制度）

所得金額

税率

法人税額

税額の調整

欠損控除前
所得金額

一部通算グループ全体を考慮
（中小法人の税率は通算グループ全社が中小法
人の場合のみ使う）

〈グループ通算制度特有の計算〉
・外国税額控除
・試験研究費の税額控除
・租税特別措置の適用除外事業者の判定　等

繰越欠損金の通算

所得金額

税率
×

±

各法人のみ
で計算

通算グループ全体を
考慮して計算

（グループ通算制度）

法人税額

欠損控除前
所得金額

所得金額

税率
×

±

各法人のみ
で計算

通算グループ全体を
考慮して計算

（グループ通算制度）

法人税額

欠損控除前
所得金額

所得金額

税率
×

±

各法人のみ
で計算

通算グループ全体を
考慮して計算

（グループ通算制度）

法人税額

欠損控除前
所得金額
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2 中小企業者（租税
特別措置法）の判
定

基本的に資本金の額等が1億
円以下の法人が中小企業者と
されるが、同一の大規模法人
から2分の1以上の出資を受
ける法人や2以上の大規模法
人から3分の2以上の出資を
受ける法人は除かれる（措令
27の4㉕等）。

通算グループ内のいずれかの
法人が中小企業者に該当しな
い場合には、通算グループ内
の全法人が中小企業者に該当
しない（措令27の4㉕三等）。

通算グループ内に1社でも中
小企業者でない法人があれば
中小企業者として扱われない
ため、移行時に中小企業者向
け租税特別措置が適用できな
くなることも予想される。

3 中小企業者向けの
租税特別措置法に
おける適用除外事
業者

適用除外事業者（前3事業年
度の所得の金額の年平均額が
15億円を超える法人）につ
いては、中小企業者向けの一
定の租税特別措置について適
用が停止される（措法42の4
④、⑲八他）。

通算グループ内のいずれかの
法人の前3事業年度の所得の
金額の年平均額が15億円を
超える場合には、通算グルー
プ内の全法人が適用除外事業
者に該当し、中小企業者向け
の一定の租税特別措置につい
て適用が停止される（措法
42の4④、⑲八の二）。

通算グループ内に1社でも適
用除外事業者があれば適用除
外事業者として扱われるた
め、移行時に適用除外事業者
に該当することになり、中小
企業者向けの一定の特別措置
について適用できなくなるこ
とも予想される。

4 大企業についての
租税特別措置法の
特定措置の停止

中小企業者以外の法人につい
て、所得が前期比で増加して
いる場合には、継続雇用者給
与等支給額が増加している等
の賃上げに関する要件を満た
すか、減価償却総額の30％
を超える国内設備投資を行っ
ていないと、試験研究費の税
額控除などの一定の租税特別
措置の適用が停止する（措法
42の13⑤）。

当該適用停止措置が適用され
ない中小企業者について、上
記のとおり、通算グループ内
のいずれかの法人が中小企業
者に該当しない場合には通算
グループ内の全法人が中小企
業者に該当しないこととされ
ているため、当該適用停止措
置の有無を検討する必要があ
る（措法42の13⑤、措令27
の4㉕三）。
試験研究費の税額控除の適用
可否を判定する際には、通算
グループ内の法人の合計額を
使用して判定する（措法42
の13⑦五～八）。

通算グループ内に1社でも中
小企業者でない法人があれば
中小企業者でない法人として
扱われるため、当該適用停止
措置の有無を検討しなければ
ならない場面は増えると予想
される。

4.  所得の調整に関する事項
所得の調整に関する内容のうち、損益通算と欠損金の

通算以外の個別項目について、グループ通算制度特有の
計算をする主な項目とその内容は次の通りである。

項目 通常の単体申告 グループ通算制度 ポイント

1 受取配当等の益金
不算入の負債利子
控除の計算

関連法人株式等に係る配当等
に係る負債利子控除は関連法
人配当等の額の４％相当額と
されるが、支払利子合計額の
10％相当額を上限とするこ
とができる（法令19②）。

関連法人株式等に係る配当等
に係る負債利子控除は関連法
人配当等の額の４％相当額と
されるが、通算グループ全体
の支払利子合計額を配賦した
金額の10％を上限とするこ
とができる（法令19④）。

完全支配関係のある法人にお
ける保有株式数を合算して判
定する点については前期（令
和4年3月31日期）と比較す
ると変更になるが、令和4年
4月1日以後開始事業年度か
らグループ法人税制が改正さ
れ、通常の単体申告であって
も適用されるため、結果的に
通常の単体申告との差は無
い。
関連法人株式等に係る配当等
に係る負債利子控除を支払利
子合計額の10％を上限とす
る取扱いは通算グループ全体
で適用される。
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2 外国子会社受取配
当等

外国子会社（25％以上の保
有割合を一定期間継続）から
の配当等については、その
95％が益金不算入となる（法
法23の2、法令22の4①②）。

外国子会社の判定における
25％以上の保有割合は、通
算グループ内の法人の所有株
式数を合算して判定する（法
法23の2、法令22の4①）。

保有割合の判定にあたり、通
算グループ全体の所有株数を
合算して判定する。

3 寄附修正 完全支配関係がある子法人の
株式等に寄附修正事由が生ず
る場合には、その株式帳簿価
額に受贈益相当額を加算し、
寄附金相当額を減算する（法
令119の3⑨、119の4①）。

通算完全支配関係がある子法
人については寄附修正は行わ
ない（法令9①七）。

通算制度では投資簿価修正が
行われるため、寄附修正は適
用されない。

4 交際費 その法人の資本金の額等が
100億円を超える場合には、
交際費等の損金算入は認めら
れない（措法61の4①）。
その法人の資本金の額等が1
億円を超える場合には、定額
控除限度額の特例の適用が認
められない（措法61の4②）。
その法人の資本金の額等が1
億円以下の場合には、接待飲
食費の50％相当額又は定額
控除限度額（800万円）を上
限に損金算入が認められる
（措法61の4①②）。

通算グループ内のいずれかの
法人の資本金の額等が100億
円を超える場合には、交際費
等の損金算入は認められない
（措法61の4①）。
通算グループ内のいずれかの
法人の資本金の額等が1億円
を超える場合には、定額控除
限度額の特例の適用が認めら
れない（措法61の4②）。
通算グループ内の全ての法人
の資本金の額等が1億円以下
である場合に、定額控除限度
額を使うためには全通算法人
で選択する必要があり（措法
61の4⑤）、定額控除限度額
（800万円）は各通算法人の
支出交際費等の額に応じて通
算グループ全体で分配する
（措法61の4③二）。

通算グループ内に資本金の額
等が100億円超又は1億円超
の法人があること等により、
交際費の損金算入の対象が狭
くなる。

5 中小企業者等の少
額減価償却資産の
損金算入

青色申告法人である中小企業
者等のうち、常時使用する従
業員の数が500人以下である
法人は、取得価額30万円未
満の減価償却資産について一
定要件のもと損金算入が認め
られている（措法67の5、措
令39の28①）。

当該特例は通算法人には適用
されない（措法67の5）。

少額減価償却資産の特例は事
務負担に配慮する必要がある
法人に対する制度のため、通
算法人には適用されない。

6 過大支払利子税制 対象純支払利子等の額が調整
所得金額の20％相当額を超
える場合には、損金不算入と
される（措法66の5の2①）。
ただし、対象純支払利子等の
額が2,000万円以下であると
きは適用除外となる（措法
66の5の2③）。

基本的に通常の単体申告の場
合と同じであるが、対象純支
払利子等の額の通算グループ
合計が2000万円以下である
ときは適用除外となる（措法
66の5の2③）。

対象純支払利子等の額が
2,000万円以下であるかどう
かが通算グループ全体での判
定となるため、適用除外にな
る場合が減ることが予想され
る。

7 オープンイノベー
ション促進税制

青色申告法人である特別新事
業開拓事業者に該当する対象
法人が、特定株式を取得した
場合等に、特定株式の取得価
額の25％以下の金額を特別
勘定の金額として経理した時
は、所得基準額（125億円を
超える場合は125億円）を上
限に損金算入が認められる
（措法66の13①）。

基本的に通常の単体申告の場
合と同じであるが、適用の上
限である所得基準額（125億
円を超える場合は125億円）
は通算グループ全体で計算し
配分計算を行う（措法66の
13⑬）。

適用の上限である所得基準額
は通算グループ全体で計算し
配分計算を行う必要がある。
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5.  税額の調整に関する事項
税額の調整に関する内容のうち、グループ通算制度特

有の計算をする主な項目とその内容は次の通りである。

項目 通常の単体申告 グループ通算制度 ポイント

1 税率 各法人の種類に応じて税率が
適用され、普通法人は23.2
％である（法法66①）。
中小法人の軽減税率は年800
万円以下の金額について19
％（令和5年3月31日までに
開始する事業年度については
15％）である（法法66①②、
措法42の3の2①）。

各法人の種類に応じて税率が
適用され、普通法人は23.2
％である（法法66①）。
中小法人の軽減税率は通算グ
ループ内のいずれかの法人が
中小法人に該当しない場合に
は適用されず、適用される場
合も通算グループ全体で年
800万円以下の金額について
19％（令和5年3月31日まで
に開始する事業年度について
は15％）とされる（法法66
⑤⑥かっこ書・⑦、措法42
の3の2①）。

通算グループ内に1社でも中
小法人でない法人があれば中
小法人として扱われないた
め、移行時に中小法人の軽減
税率が適用できなくなる場合
も予想される。
また、通算グループ内全社が
中小法人であったとしても、
通算グループ全体で年800万
円以下の金額に軽減税率が適
用されるため、その適用が縮
小する。

2 所得税額控除 源泉徴収された所得税のう
ち、元本所有期間対応部分等
につき、法人税額から控除さ
れる（法法68、法令140の2
①～③）。

基本的に通常の単体申告の場
合と同じであるが、通算グル
ープ内の法人間で元本株式等
の移転があった場合には、所
有し続けているものとして計
算する（法令140の2④⑤）。

通算グループ内の法人間で元
本株式等の移転があった場合
には考慮する必要がある。

3 外国税額控除 納付した控除対象外国法人税
について、その法人の法人税
額及び国外所得金額に基づい
て計算された控除限度額の範
囲内において、法人税額から
控除できる（法法69①）。

外国税額の控除限度額は通算
グループ全体の合計額で算出
し、それを各通算法人に配分
する（法令148①）。
同じ通算グループ内の他の通
算法人が外国税額控除を適用
する場合、外国税額について
は損金不算入として取り扱わ
れるため（法法41②）、損金
算入と税額控除との選択は通
算グループ全体で行う必要が
ある。

通算グループ全体での計算と
なるため、外国税額控除を選
択するかどうかは通算グルー
プ全体で統一し、また、控除
限度額の計算にあたり情報共
有し計算する必要がある。
手間はかかるが、通常の単体
申告に比べると、外国法人税
額が生じている法人で所得・
法人税額が生じていなくて
も、通算グループ全体で生じ
ていれば税額控除を行うこと
ができるというメリットが予
想される。

4 試験研究費の税額
控除

青色申告法人に試験研究費の
額がある場合には、税額控除
限度額と控除上限額のいずれ
か少ない金額を、調整前法人
税額から控除する（措法42
の4）。
中小企業者の特例の適用につ
いては、上記「3. 中小法人
等の判定 ２ 中小企業者（租
税特別措置法）の判定」を参
照。
大企業について一定の要件を
満たさないと適用が停止する
措置については、その法人の
数値を使用して判定する（措
法42の13⑤）。（再掲）

通算グループを一体として計
算した税額控除限度額と控除
上限額のいずれか少ない金額
を各法人の調整前法人税額の
比で配分した金額が各法人の
税額控除限度額とされる（措
法42の4①⑧）。
中小企業者の特例の適用につ
いては、上記「3. 中小法人
等の判定 ２ 中小企業者（租
税特別措置法）の判定」を参
照。
大企業について一定の要件を
満たさないと適用が停止する
措置については、通算グルー
プ内の法人の合計額を使用し
て判定する（措法42の13⑦
五～八）。（再掲）

通算グループ全体での計算と
なるため、情報共有し計算す
る必要がある。
手間はかかるが、試験研究費
の生じている法人で所得・法
人税額が生じていなくても、
通算グループ全体で生じてい
れば税額控除を行うことがで
きるというメリットが予想さ
れる。
中小企業者の特例について
は、通算グループ内に1社で
も中小企業者でない法人があ
れば中小企業者として扱われ
ないため、適用が狭くなると
予想される。
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5 特定同族会社の留
保金課税

その法人が特定同族会社に該
当する場合には、その留保金
額が留保控除額を超える場合
には、その超える金額（課税
留保金額）に対し特別税率に
よる法人税（留保税額）が課
される（法法67）。
資本金の額等が1億円以下の
法人については適用されない
（法法67①）。

基本的に通常の単体申告の場
合と同じであるが、通算グル
ープ内の全ての法人の資本金
の額等が１億円以下である場
合には、適用されない（法法
67①）。
また、留保税額を計算するに
あたり、通算グループ内の配
当等について一定の調整が行
われる（法法67③・法令
139の8）。

通算グループ内に1社でも資
本金の額等が1億円超の法人
があれば適用されるため、適
用される可能性が高くなる。
通算グループ内の配当等があ
る場合には、留保税額の計算
にあたり考慮する必要があ
る。

6.  おわりに
グループ通算制度においては、各法人が納税義務者と
なり、基本的に各法人における計算を行うこととされた
が、損益通算・欠損金の通算以外にも全通算法人での計
算を行うべき項目がある。結局のところ、確定申告の計
算においては通算グループ内の法人で情報共有しながら
作業を進める必要があり、留意が必要である。

以　上
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